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学修案内を読む前に 
 

 この『学修案内』は、大学院地域デザイン科学研究科人間文化専攻における履修基準、履修方法

等を記載したものです。履修にあたっては、教務課ＨＰの『開講科目一覧・学科課程表』、『教務Ｑ

＆Ａ』、及び学生生活HP の『学生便覧』も併せて読んでください。 

 なお、授業科目等については年度により変更されることがありますが、その際は掲示等によ

りお知らせします。 
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地域デザイン科学研究科の概要 
 
１ 本研究科の目的 

「地域デザイン科学研究科」という名称は、自然との共生のなかで、一人ひとりが豊かに希望に満
ちて生きていけるライフスタイルを創造し、個人の Well-being(幸福、よきあり方)、社会の Well-
being を実現するために、今後の地域社会のあり方を、人文科学及び社会科学の知を総合して理論化・
モデル化するという、本研究科の使命を表しています。 

「地域」は、都道府県や市町村などの特定の地域ではなく、自然環境を基盤として、社会が形成さ
れ、文化、経済など人間の諸活動が展開される重層的な「場」を指しています。人が「地域」を離れ
て存在しえない以上、21 世紀的諸課題は常に「地域」において発現し、個人や社会の Well-being は、
地域が有する総体としての価値あるいは資本に依拠しています。一方、国境を越えた諸活動が積極的
に行われる現代社会においては、地域は、常にグローバルな活動の影響を受けるとともに、そこでの
実践がグローバルな意味をもっています。 

これを福島に引き付けて言えば、震災・原発事故からの復興・再生や 21 世紀的課題の解決、「新し
い社会づくり」の理論化・モデル化は、福島のみならず、日本ひいては世界の持続的発展に資するも
のと言えます。 

一方、イノベーション(新たな価値の創造)を起こすためには、「デザイン思考」が不可欠と言われて
います。「デザイン思考」には、①顧客を観察し共感する、②課題を整理する、③仮説のアイディアを
創出する、④プロトタイプを検証する、などの要素が含まれています。建築や芸術学、ビジネスの分
野だけでなく、地域づくり・地方創生の分野においても、「住民目線で将来の地域のあるべき姿を描
き、課題を整理したうえでその解決方法を具体的に立案・設計・試行する」というデザイン思考が求
められています。 

 
２ 研究科の概要・特徴 

本研究科では、言語学・文化学、スポーツ・健康科学、生活科学、音楽、美術、心理学、法学、政
治学、行政学、社会学、経済学、経営学など、人文科学及び社会科学の高度かつ体系的な専門的知識
と研究遂行能力を涵養するとともに、多様な人びとと協働しながら豊かな地域社会をデザインし 21
世紀的課題に実践的に取り組むことができる幅広い能力を身につけた高度専門職業人(イノベーショ
ン人材)を養成します。このため、「人間・文化」、「地域政策・コミュニティ」、「経済・経営」をそれ
ぞれ主たる研究領域とする 3 つの専攻、すなわち人間文化専攻、地域政策科学専攻及び経済経営専攻
を置きます。 
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人間文化専攻の概要 
 
 人間文化専攻では、人間社会が歴史的に創り上げてきた文化、人間科学の専門的な探究と他専攻で開
講されている各分野の専門科目との学際的な融合を通して、人間の全人的なあり方をデザインし、高度
で多様な専門的知識を持ち、地域との協働の中で新しい価値を創造して諸問題の解決を先導できる高度
専門職業人を養成します。 
 そのために、本専攻には、「言語文化」「地域文化」「スポーツ・芸術文化」及び「人間発達心理」の 4
つのコースを置きます。各コースの教育研究分野は、以下のとおりです。 
 

コース 教育研究分野 

言語文化コース 言語学、文学、文化学、言語文化教育 

地域文化コース 
歴史学、地理学、経済学、社会学、倫理学、 

食物学、被服学、生活科学教育 

スポーツ・芸術文化コース スポーツ科学、音楽、美術 

人間発達心理コース 心理学、幼児教育、臨床心理 

 

 各コースで養成する人材像は、以下のとおりです。 
 

＜言語文化コース＞ 
言語学及び文化学、言語文化教育に関する専門的な知識を基に、文化を理解・継承・教

育・創造する力を持ち、文化的に豊かな社会を創造できる人材。 
 

＜地域文化コース＞ 
地域社会における様々な文化に関する社会科学的・生活科学的な専門的な知識を基に、

文化を理解・継承・創造する力を持ち、文化的に豊かな社会を創造できる人材。 
 

＜スポーツ・芸術文化コース＞ 
スポーツ・健康科学、音楽、美術に関する専門的な知識を基に、スポーツ・芸術文化を

理解・継承・創造し、文化的に豊かな社会を創造できる人材。 
 

＜人間発達心理コース＞ 
人間の発達と心理に関する専門的な知識を基に、子どもの発達を支援するとともに、さ

まざまな課題を抱える子どもたちの支援を行い、豊かな社会を創造できる人材。 
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教育方法 
１ 授業時間帯 

（１）通常の授業時間帯 
通常の授業時間帯は左表のとおりです。 

 人間文化専攻の学生は、昼間の授業（月
～土曜日の１～５時限）を履修します。 

人間発達心理コース（臨床心理領域）
の学生は、これに加え、月～金曜日の６、
７時限および土曜の６時限を履修するこ
ともあります。 
 
 
（２）正規試験・補講期間の授業時間帯 

正規試験・補講期間においては、左表
のように時間帯が変更になります。該当
期間は、「開講科目一覧」の「教務関係日
程表」を参照してください。 
 
 
 
 
 

２ 授業科目の履修方法及び手続き 
（１）教育研究分野の選択と研究指導教員の決定 

志願時に提出した研究計画、テーマ及び入学後のガイダンスによって教育研究分野を選択します。
当該コースの中から、より研究テーマに近い教育研究分野を持つ教員を主研究指導教員とし、継続的
に指導を受けます。 

 
（２）履修登録 

主研究指導教員と相談し、受講登録期間までに、「専門性重視型」と「学際性重視型」の二つの履修
パターンからどちらか一つを選択し、それぞれの履修基準に従って履修計画を立てます。 

修得すべき単位数は、後述の「授業案内」中の「１ 履修基準表」にある表のとおりです。 
授業を履修するにあたっては、以下の点に留意し、所定期間内に LiveCampus（ライブキャンパス）

にて履修登録を行ってください。なお、シラバスには履修条件等が記されている場合がありますので、
履修登録の前には目を通しておいてください。 

①毎学年前期・後期の当初に、当該期間に履修しようとする授業科目（集中講義も含む）全てを履 
 修登録すること。 
②履修登録をしていない授業科目は履修できません。 
③所属専攻以外の学生の受講を認めない授業科目もあります。シラバス等で確認しましょう。 
④同一曜日の同一時限に開講する２つ以上の授業科目を受講することは認められていません。 

 月～金曜日 土曜日 

1 時限  8:40～10:10  8:40～10:10 

2 時限 10:20～11:50 10:20～11:50 

3 時限 13:00～14:30 13:00～14:30 

4 時限 14:40～16:10 14:40～16:10 

5 時限 16:20～17:50 16:20～17:50 

6 時限 18:00～19:30 18:20～19:50 

7 時限 19:40～21:10  

 月～金曜日 土曜日 

1 時限  8:40～10:10  8:40～10:10 

2 時限 10:25～11:55 10:25～11:55 

3 時限 12:45～14:15 13:15～14:45 

4 時限 14:30～16:00 15:00～16:30 

5 時限 16:15～17:45 16:45～18:15 

6 時限 18:00～19:30 18:45～20:15 

7 時限 19:45～21:15  
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⑤他の専攻の授業科目を履修する際は、研究指導教員及び履修を希望する授業の担当教員と相談し 
 た上で履修してください。 

 
（3）履修の流れ 

各コースでの 2 年間の履修の流れは概ね以下の表のようになります。 
 

年
次 

期 月 人間文化専攻 

 
 

 
 

 

１
年
次 

前
期 

4 月 
 
 
 
 
 

入学 
受講開始、主研究指導教員の決
定、履修パターンの決定 
履修登録、研究テーマと副研究
指導教員の決定 
研究計画書および研究指導計
画書の作成 
 

後
期 

10 月 
 

履修登録 
 

２
年
次 

前
期 

4 月 
 
 

履修登録 
研究計画書および研究指導計
画書の見直し 
 

後
期 

10 月 
11 月 
１ 月 
２ 月 
３ 月 

 

履修登録 
修了研究題目届の提出 
修了研究提出 
修了研究発表会、修了研究審査 
学位取得 
 

 
 なお、具体的な履修内容については、後述の「授業案内」を参照してください。 

 
３ 学位の授与 

人間文化専攻では、２年以上在籍し、必修科目を含む所定の授業科目３０単位を修得し、かつ必要
な教育指導を受けた上で、修了研究の審査に合格した者には「修士（人間文化）」の学位が授与され
ます。 

 
４ ⾧期履修制度について 

職業等との兼ね合いで時間的制約がある学生のための、標準修業年限を超えて在学できる制度です。
⾧期履修学生として認められると、通常の修業年限である２年間の課程を、４年又は３年間で計画的
に履修することが可能となります。修業年限が延びても教育課程および授業料の総額は通常の修業年
限の場合と同じです。ただし、履修登録を行うことができる単位数は、許可された⾧期履修期間によ
り異なるので注意してください。 

申請を希望する場合は、「福島大学大学院地域デザイン科学研究科人間文化専攻⾧期履修学生に関
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する運営細則」を熟読の上、手続き日程等は掲示の指示にしたがってください。 
 
５ 単位認定について 
（１）入学前の既修得単位の認定 

本専攻において教育上有益と認めた場合、入学前の他大学院等での修得単位を、１５単位を超えな
い範囲で修了に必要な単位に含めることができます。認定を希望する場合は、所定の期間内に手続き
をする必要があります。 

 
（２）他大学院の授業の履修と単位の認定 

研究指導教員が必要と認めた場合には、他の大学院で修得した単位を、本学における授業科目の履
修により修得したものとみなすことができます。これにより認められた単位は、１５単位を超えない
範囲で修了に必要な単位に含めることができますが、前項（１）により修得したものとみなす単位数
と合わせて２０単位を超えないものとします。 

 
（３）人間発達文化学類で開講されている授業 

一部の不足単位を満たすことで教育職員免許状等を取得できる場合など、研究指導教員が必要と認
めれば、学類開設の授業科目を履修することができます。履修単位は半期で大学院及び学類の授業の
総計２０単位を超えないものとします。なお、学類の授業単位は大学院の単位としては認定しません。
（教育職員免許状等の取得を希望する場合は申請書を提出し、所定の期間内に教務担当窓口で手続き
を行ってください。） 

 
※大学院における資格取得には、①その資格取得が院生本人に必要性があること（必要性の原則）、

②学類での履修が大学院での研究活動に支障を与えないこと（研究優先の原則）の 2 つの原則
を両方満たす必要があります。 

※履修できるのは人間発達文化学類で開講されている専門教育の授業科目に限ります。 
 
６ 成績発表について 

成績は、LiveCampus（ライブキャンパス）でＷｅｂ上から確認できます。成績発表日以降に、当
該期分が追加されますので、各自で必ず確認してください。なお、紙での交付は行っていませんので
留意してください。 
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授業案内 
１ 履修基準表 
 

 
 なお、人間発達心理コース（臨床心理領域）においては、独自カリキュラムになる。（開設科目一覧表の
修了要件欄および備考参照） 

臨床心理士または公認心理師の受験資格取得を希望する者は、上記の履修基準表に定める必要単位だけ
でなく、後述する臨床心理士及び公認心理師の受験資格取得に必要となる単位を満たすことができるよう
に履修しなければならない。 

 
２ 人間文化専攻のカリキュラム 
（１）2 つの履修パターン 

学生の学修ニーズ・意向にあわせて、専門に根ざしながら学際的に学ぶ「学際性重視型」と専門領
域を中心に学ぶ「専門性重視型」の 2 つの履修パターンを設定します。 

「学際性重視型」は要修了単位を 30 単位とし、「大学院基盤科目（イノベーション・リテラシー）」
と「専攻基盤科目」の 2 科目 4 単位を必修とします。これらの科目は大学院が求めるイノベーション
人材の育成と研究者としての基礎を培うことを目的としており、その上に「イノベーション・コア」
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と「プロジェクト研究」が位置します。これらの科目群は地域における様々な実践的活動を行う能力
を育成することを目的としたものであり、この能力は「自専攻科目」「他専攻科目」の履修を通して
理論的にも深められていきます。「学際性重視型」では、幅広い学修を行うために自専攻科目・他専
攻科目とも 4 単位以上（他に自由選択科目 2 単位が必要）を履修することが求められています。これ
らの学びの上に、「特別演習」「特別研究」各 4 単位で研究能力を高め、修了研究（学位論文／修了演
奏・修了制作）につなげていきます。 

一方、「専門性重視型」では要修了単位を 30 単位とし、必修科目は「大学院基盤科目（イノベーシ
ョン・リテラシー）」2 単位のみです。「自専攻科目」14 単位が選択必修となり、自らが属する専攻の
授業科目を中心に専門性を深めます。「自由選択科目」6 単位は院生が自らの専門性を深めるために
必要であると判断した授業科目を、自専攻・他専攻を問わず履修することができます。このようにし
て深めた専門性の上に、「特別演習」「特別研究」各 4 単位で研究能力を高め、修了研究（修士論文／
特定課題研究）につなげていきます。 

 

 
 

（２）授業科目と履修基準 
 １ 大学院基盤科目「イノベーション・リテラシー」 

 学際性重視型、専門性重視型ともに、第 1 セメスターで、福島大学大学院の共通科目である
「イノベーション・リテラシー」を履修します。福島における震災復興プロセス・結果を多様な
視点から振り返り、現状を総合的に理解するとともに、今日的な課題の抽出を目指します。その
上で、代表的なイノベーション理論・手法の概要を理解し、先進的なイノベーションの取り組み
事例を概観するとともに、自らの専門的な視点から理解を深め応用展開を考究していきます。 
 

 ２ 専攻基盤科目 
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 「専攻基盤科目」は各専攻(専門分野)への導入科目であり、研究倫理、アカデミックスキルと
いう研究科で共通して教育するコア部分に加えて、専攻に特有の課題へのアプローチ、研究の最
新動向などを履修します。学際性重視型の必修科目であり、授業科目名は「人間文化創造特論」
の 1 科目になります。また、専門性重視型の学生にも履修を推奨しています。 
 

 ３ 専門科目 
 専攻ごとの専門的な授業科目に加えて、他専攻の関連性のある授業を履修することにより、学
際的な研究と人材育成とを結びつけます。 
1）「イノベーション・コア」と「プロジェクト研究」 
 学際性重視型では、実践力、学際性・俯瞰性に加え、多分野に応用できるスキルを身につける
ために、第 3 セメスターで「イノベーション・コア」を、第 1～3 セメスターで「プロジェクト
研究 I・II・III」を履修します。「イノベーション・コア」は、イノベーション・リテラシーの学
修のうえに、変革を主導するリーダー層を養成する科目です。多様な関係者と協働して新たな価
値創造を牽引していくために必要となる「対話」やファシリテーションの基礎的な知識やスキル
を修得します（全学共通、必修・2 単位）。「プロジェクト研究 I・II・III」は、学生と教員が特
定の課題の研究プロジェクトに取り組み、計画の立案、調査の実施、結果の分析、報告書の作成・
成果発表などを通して調査・研究力を養成する教育プロジェクトです。学生組織型と教員組織型
を設定します。 
2）「特別演習」と「特別研究」 
 「特別演習」は、主研究指導教員と必要に応じて副研究指導教員の複数指導体制のもとで、テ
ーマに基づく研究の追究、論文・報告書の作成、プレゼンテーションの構築までを行います。研
究内容の一般化、活用の方途を探ります。「特別研究」は、修了研究のテーマの決定や学位論文、
修了演奏、修了制作などの修了研究に即して、主研究指導教員が継続的に専門的な研究指導を行
います。 
 

 ４ イノベーション科目群【修了要件外】 
 各専攻では、専門分野における新領域や新機軸に関する科目、あるいはそれらを促進させる可
能性がある科目など、イノベーションに必要な各種能力の向上に資する科目を「イノベーション
科目群」として指定していますので、履修計画を立てる際の参考としてください。 
 人間文化専攻で指定するイノベーション科目は次のとおりです。現代日本語特論，地域言語特
論，英語構造論特論，社会言語学特論，地域と文化特論 I・II，コミュニティ文化特論 I・II，生
涯生活マネジメント特論，スポーツ社会政策特論，スポーツクラブマネジメント特論演習，発達
心理学特論，認知教育方法特論。 
 

 ５ 課題対応型プログラム【修了要件外】 
 地域や社会が抱える生の課題に対応するため、「課題対応型プログラム」を設定します。プロ
グラムの修了者には、「修了証」が交付されます。 
 人間文化専攻が主菅の「分野横断型プログラム」は、複雑化する 21 世紀的課題の解決に向け
て、分野の枠にとらわれない幅広い知識を修得するために必要な科目をパッケージ化して提供
するもので、専攻・研究科をまたいで開設されます。 
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<分野横断型プログラム> 
①「地域復興デザインプログラム」（主管:人間文化専攻） 
【目的】 地震や風水害など自然災害の多い日本において、災害を理解して備え、被災後の復興

をデザインすることは必須である。福島大学には東日本大震災後 10 年以上にわたる
復興支援の経験が蓄積されている。本プログラムでは自然災害に対応し、地域の復興
をデザインで きる人材の育成を目的とする。 

【対象科目群】 次の 19 科目の中から、6 科目 12 単位以上を履修する。 
（人間文化専攻）自然災害特論 I・II、地域復興・振興特論演習 I・II、コミュニティ形成特論

演習 I・II、人間開発の倫理学特論 I・II 
（地域政策科学専攻）都市計画特論 I・II、地域福祉論 I・II、地域環境論 I・II 
（経済経営専攻）地域交通論特殊研究、地域経済論特殊研究、産業連関論特殊研究、経済 政

策特殊研究、開発経済学特殊研究 
【修得できる能力等】 自然災害（地震、火山、風水害、土砂災害）に対する知識、被災者の援

助や支援、コミュニティやまちづくりの実際と課題、都市計画や地域復
興の理論と実際を理解し、具体的な事例で比較検討・考察することを通
して、災害に備え、対応できる地域づくりを牽引する能力を修得する。 

 
②「経済活動と人権プログラム」（主管:地域政策科学専攻） 
【目的】 経済発展を続ける過程では、当初想定していなかった人権侵害が生じることがある。

しかし、高度に国際分業化が進んだ現代社会においては、経済発展に対する疑念（資
本主義経済への批判的検討）や、資本主義自体に対する疑念さえ論じられるようにな
り、例えば、近年、人権 due diligence が注目されているように、法学的視点・経済
学的視点のみでは、この問題を解決することは困難である。そのため、本プログラム
の目的は、そうした課題に対して法学的・経済学的アプローチ双方を通して解決方法
を探ることにある。 

【対象科目群】 次の 8 科目の中から、4 科目 8 単位以上を履修する。 
（地域政策科学専攻）憲法Ⅰ、憲法特論Ⅰ、商法Ⅰ、消費者法、労働法・社会保障法Ⅰ 
（経済経営専攻）労働と福祉特殊研究、アジア経済論特殊研究Ⅰ、現代資本主義特殊研究Ⅰ 

【修得できる能力等】 現在の多様な人権問題に関する状況が理解出来る。資本主義社会におけ
る人権の価値を再確認する。 

 
③「地域公共政策プログラム」（主管:経済経営専攻） 
【目的】 現在の地域経済が抱える課題の克服に向けては、その背景要因を正しく理解した上で、

対応する処方箋をその効果の評価とともに見極めることが可能な人材が不可欠であ
る。本プログラムでは経済学のみならず、法学、行政学、政治学、社会学などを総合
的に学び、地域の公共政策を多角的な観点から構想し、実践する人材育成を目指す。 

【対象科目群】 次の 62 科目の中から、経済経営専攻科目を 4 科目 8 単位以上、他専攻科目を
2 科目 4 単位以上履修する。 

（経済経営専攻）ミクロ経済学特殊研究Ⅰ・Ⅱ、マクロ経済学特殊研究Ⅰ・Ⅱ、公共経済学特
殊研究、環境経済学特殊研究、計量経済学特殊研究Ⅰ・Ⅱ、産業連関論特殊
研究、産業組織論特殊研究、財政学特殊研究、租税政策特殊研究、社会政策
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論特殊研究、労働と福祉特殊研究、地域交通論特殊研究、地域経済論特殊研
究、経済地理学特殊研究、日本経済論特殊研究、経済政策特殊研究、地域政
策論特殊研究Ⅰ・Ⅱ、現代資本主義特殊研究Ⅰ・Ⅱ、特講（地域企業経営）、
特講（地域デザイン）、特講（人的資源管理）、特講（リーダーシップ） 

（人間文化専攻）人間文化創造特論、地域と文化特論Ⅰ・Ⅱ、コミュニティ文化特論Ⅰ・Ⅱ、
人間開発の倫理学特論Ⅰ・Ⅱ 

（地域政策科学専攻）地方自治法Ⅰ・Ⅱ、行政法Ⅰ・Ⅱ、行政学Ⅰ・Ⅱ、地方行政、地方制度、
都市計画特論Ⅰ・Ⅱ、政治学原論、現代政治論、社会計画Ⅰ・Ⅱ、地域
環境論Ⅰ・Ⅱ、社会調査Ⅰ・Ⅱ、地域社会学福祉論Ⅰ・Ⅱ、地域社会と
ジェンダーⅠ・Ⅱ、地域社会と歴史Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、地域社会学Ⅰ・Ⅱ 

【修得できる能力等】 1．地域経済が抱える課題の本質を経済学的な観点から正しく理解する
ことができる能力。 2．政策を実行した場合にどのような影響が起こ
るかを制度や人々の行動原理から予測することができ、それらを踏ま
えた上で適切な政策の選択ができる能力。 

 
④「ビジネスキャリアプログラム」（主管:経済経営専攻） 
【目的】 1．事業継承・新規事業開発人材の育成: 経営戦略、組織開発、財務戦略、マーケ

ティング戦略、DX 戦略など事業継承および新規事業開発に必要となる経営スキルを
教育することで、既存事業を革新するイノベーション人材の育成を図る。 2．戦略
的リカレント教育: 地域の社会人を対象に、DX、多様性など現在の事業運営に必要
となる経営知識全般を幅広く教育すると同時に、今後のキャリアを見据えて、DX を
念頭に置いた経営戦略、マーケティング、人的資源管理などキャリアのコアとなる経
営関係知識を深化させることで、新たに地域で活躍できる人材の育成を図る。 

【対象科目群】 次の 39 科目の中から、経済経営専攻科目を 6 科目 10 単位以上、他専攻科目
を 1 科目 2 単位以上履修する。 

（経済経営専攻）特講（マーケティング概論）、特講（社会課題とマーケティング）、特講（マ
ネジメント概論）、特講（組織論）、特講（競争戦略）、特講（ビジネス・イノ
ベーション）、特講（地域企業経営）、特講（地域デザイン）、特講（組織行
動）、特講（ビジネス統計）、特講 (マーケティング・リサーチ)、特講 (デー
タサイエンス基礎)、特講 (コーポレート・ファイナンス)、特講（人的資源
管理）、特講（リーダーシップ）、特講（交通まちづくり論）、地域経済論特殊
研究、計量経済学特殊研究Ⅰ・Ⅱ、労働と福祉特殊研究、現代資本主義特殊
研究Ⅰ・Ⅱ、社会政策論特殊研究、会計実務特殊研究Ⅰ・Ⅱ、財務報告論特
殊研究Ⅰ・Ⅱ、管理会計論特殊研究、産業連関論特殊研究、産業組織論特殊
研究 

（人間文化専攻）発達心理学特論、観光産業特論Ⅰ 
（地域政策科学専攻）商法Ⅰ、労働法・社会保障法Ⅰ・Ⅱ、都市計画特論Ⅰ、地域社会とジェ

ンダーⅠ・Ⅱ 
（共生システム理工学専攻）生産システム最適化特論Ⅰ 

【修得できる能力等】 1．経営戦略、組織開発、財務戦略、マーケティング戦略など企業経営
に関する経営知識全般。 2．上記に加え、従来修得が難しかった DX
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戦略、働き方の多様性、法務関係の知識。 
 
 人間文化専攻の開設科目は、p. 15-21 に示すとおりです。 
 
３ 人間発達心理コース（臨床心理領域）のカリキュラム 
 
（１） 人間発達心理コース臨床心理領域のカリキュラムにおいては、先述の「履修基準表」に定める

「自専攻科目」の必要単位（１８単位）を下表に定める内訳のとおりに修得する必要があります。 
 

区分 必要単位 

自
専
攻
科
目 

基礎論 ４ 
方法論 ４ 
実践論 ６ 

実践研究 ２ 
実践実習 ２ 

合計 １８ 
 
（２）履修基準を超えて修得した専門科目の単位は、自由選択科目として計上することができます。（た

だし、「イノベーション・コア」「プロジェクト研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を除く。）また、他の専攻の科目は
自由選択科目となります。 

（３）人間発達心理コース（臨床心理領域）は（財）日本臨床心理士資格認定協会が実施する臨床心理
士の資格試験に関する受験資格を有する大学院（第１種）に指定されています。 

（４）人間発達心理コース（臨床心理領域）は、公認心理師の資格試験に関する受験資格を有する大学
院に指定されています。 

 
 人間発達心理コース（臨床心理領域）の開設科目は、p. 22 - 23 に示すとおりです。 
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人間文化専攻における修了研究及び研究指導教員 
１ 修了研究の方法 

人材育成を目的とした大学院・専攻にふさわしく、学生は、自らの興味関心や将来の進路の希望に
即して修了研究の形式を選択します。修了研究は、学位論文、修了演奏・修了制作（スポーツ・芸術
文化コース（音楽、美術））から選択することができます。これは所定の期日に届け出なければなり
ません。主として「特別研究」、「特別演習」の中で、主研究指導教員や副研究指導教員の指導を受け
て、修士レベルの研究を計画的に進めていきます。完成した修了研究(論文、メディア等)は附属図書
館で保管され、一般の閲覧に供されます。 

 
（１）学位論文 

当該教育研究分野における従来の研究水準を十分に踏まえた上で、その教育研究分野の発展に寄与
すると認められるレベルの研究論文が求められます。コース・教育研究分野によって求められる研究
の方向性が異なるので、研究指導教員の十分な指導を受けながら、執筆を進めていきます。 

 
（２）修了演奏、修了制作（スポーツ・芸術文化コース（音楽、美術）） 

スポーツ・芸術文化コース（音楽、美術）で研究を行う学生は、主研究として修了演奏、または修
了制作を選択することができます。ただしその際も、副研究として、副論文を提出しなければなりま
せん。また、演奏や作品の公表、及びメディア等での保存が必要です。 

 
２ 研究指導教員について 
  人間文化専攻では、主研究指導教員と副研究指導教員の複数指導体制で修了研究を進めます。両者

は、学生の研究テーマに即したより有効な研究方法や指導方法について話し合い、研究のまとめまで
を一貫して指導します。 

１年次４月中旬に主研究指導教員を決定し、４月下旬に副研究指導教員とともに届け出ます。修了
研究は、原則として２年間同一の研究指導教員による指導を受けるものとします。 

なお、人間発達心理コース臨床心理領域では、主研究指導教員のもとで研究指導を行います。 
 
３ 修了研究の審査 
  修了研究の審査は、主研究指導教員（及び副研究指導教員）を含めた３名以上からなる審査委員に

よって行われます。本研究科・本専攻の履修基準を満たし、審査に合格した学生には、「修士（人間文
化）」の学位が授与されます。 

 
４ 修了要件 

人間文化専攻の修了要件は、履修基準表に挙げられた 30 単位を修得し、かつ必要な修了研究指導
を受けた上、学位論文、修了演奏・修了制作（スポーツ・芸術文化コース（音楽、美術））の審査及び
最終試験に合格することとします。 
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教育職員免許状（専修免許状）の取得方法 

 
既に１種の教育職員免許状を保有している者は、教育職員免許法（以下「免許法」という）に定め

る所定の単位を上積みすることにより、保有している１種免許状と同種の専修免許状を取得できます。 
 
本専攻において、幼稚園教諭及び小・中・高等学校教諭の専修免許状を取得するためには、次の２

条件を満たす必要があります。 
① 修士の学位を修得 
② 取得希望の専修免許状に係る「専修免許状取得のために適用できる科目」２４単位以上修得 
この際、免許状の種類によっては、特定の授業科目が免許状取得のための単位に使用できない場合

があるので注意してください（各コースの開設授業科目表参照）。 
 
また、特別支援学校教諭の専修免許状を取得するためには、次の２条件を満たす必要があります。 
① 修士の学位を修得 
② 「特別支援教育に関する科目」 ２４単位以上修得 
 
本研究科・本専攻で取得できる教育職員免許状（専修免許状）については以下の表のとおりです。

取得希望者は「専修免許状取得希望届」を所定の期間に提出してください（提出期間等詳細は別途掲
示）。 

 
専攻 コース 取得できる免許状の種類・教科（領域・分野） 

人 

間 

文 

化 

言
語
文
化 

小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状（国語、英語） 
高等学校教諭専修免許状（国語、英語） 

地
域
文
化 

小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状（社会、家庭） 
高等学校教諭専修免許状（地理歴史、公民、家庭） 

ス
ポ

ツ
・
芸
術

文
化 

小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状（保健体育、音楽、美術） 
高等学校教諭専修免許状（保健体育、音楽、美術） 

人
間
発
達
心
理 

幼稚園教諭専修免許状 
小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状 
 （国語、社会、音楽、美術、保健体育、家庭、英語） 
高等学校教諭専修免許状 
 （国語、地理歴史、公民、音楽、美術、保健体育、家庭、英語） 
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専修免許状取得のために適用できる科目 
 

研究科・専攻修了のための単位上の要件と専修免許状を取得するための要件とは必ずしも一致して
いません。これは研究科修了のために必要な科目の中には専修免許状を取得する際に適用できない科
目が含まれているためです。次ページ以降のコース・教育研究分野ごとの開設科目一覧には、どの科
目がどの専修免許状取得において適用することができるかを示しています。よく確認し、修了時に専
修免許状取得の要件を満たしていなかった、ということのないようにしてください。 

 
【開設科目一覧の見方】 

左側に科目名および担当教員名、最上欄に取得可能な専修免許状が記載されています。 
開設科目一覧では、どの科目が、どの専修免許状取得に対応しているのかを表しています。 

○印     該当する専修免許状取得のために、適用することができる。 
教科名    当該教科の専修免許状取得に限り、適用することができる。 
斜線・×印  専修免許状取得において、適用することができない。 
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人間発達心理コース（臨床心理領域）で取得できる資格 
【臨床心理士】 

人間発達心理コース（臨床心理領域）は、（公財）日本臨床心理士資格認定協会が実施する臨床心
理士の資格試験に関する受験資格を有する大学院（第１種）に指定されています。人間発達心理コー
ス（臨床心理領域）に入学した者は、所定の科目の単位を修得したうえで、大学院修了後、直近に実
施される臨床心理士の資格審査を受験することができます。 

臨床心理士は高度な心理的知識と技能を用いた臨床心理査定、臨床心理面接、臨床心理的地域援助
を業務として、子どもの不登校・問題行動・発達の問題、大人の家庭や職場での悩みなど、さまざま
な心の問題を扱います。 

人間発達心理コース（臨床心理領域）に所属し、資格を得ようとする者は次の履修基準に従い、必
修科目１６単位、選択必修科目を各群より２単位以上、計２６単位以上を修得しなければなりません。
なお、必修科目及び E 群の選択必修科目は、人間発達心理コース（臨床心理領域）に所属する院生の
みを対象としています。 
【履修基準】 

科   目   名 単位数 

必   修  科  目 

臨床心理学特論Ⅰ 
臨床心理学特論Ⅱ 

2 
2 

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） 
臨床心理面接特論Ⅱ 

2 
2 

臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） 
臨床心理査定演習Ⅱ 

2 
2 

臨床心理基礎実習 2 
臨床心理実習Ⅱ 2 

選択必修科目 

Ａ群 
心理支援に関する理論と実践（心理学研究法特論） 

2 
心理実験統計法特論 

Ｂ群 

幼児発達心理学特論 
臨床発達心理学特論 
学習心理学特論 
福祉分野に関する理論と支援の展開（福祉心理特論） 

2 

Ｃ群 
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論
と実践（家族臨床心理学特論） 2 
福祉分野に関する理論と支援の展開（家族福祉臨床特論）  

Ｄ群 

保健医療分野に関する理論と支援の展開（精神医学特論）  
保健医療分野に関する理論と支援の展開（精神病理学特論）  
障害児病理特論 
障害児心理学特論 
保健医療分野に関する理論と支援の展開（神経生理学特論）  

  
2 
  

Ｅ群 

臨床心理地域援助特論 
投影法特論 
心理支援に関する理論と実践（心理療法特論） 
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論
と実践（グループ・アプローチ特論） 

2 

計 26 
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【公認心理師】 
公認心理師の受験資格を得るためには、公認心理師法（平成２７年法律第６８号）及び同法施行規

則（平成２９年文部科学省・厚生労働省令第３号）に定める必要な科目の単位（学類２５科目、大学
院１０科目）を修得したうえで、大学院修了後、直近に実施される公認心理師試験を受験することが
できます。 

人間発達心理コース（臨床心理領域）に所属し、受験資格を得ようとする者は、次の履修基準に従
い、心理実践科目 18 単位を修得したうえで、実習科目 6 単位（450 時間以上）を修得しなければな
りません。 

また、法施行日以前に大学に入学し、必要な科目として省令で定めるものを修めて卒業した者につ
いては、公認心理師法附則第２条第１項第３号に基づき、受験資格の特例措置が認められる場合があ
ります。詳細については、出身大学の教務関係窓口に問い合わせてください。 
【履修基準】 

科   目   名 単位数 

心 

理 

実 

践 

科 

目 

保健医療分野に関する理論と支援の展開（精神病理学特論） 
保健医療分野に関する理論と支援の展開（精神医学特論） 
保健医療分野に関する理論と支援の展開（神経生理学特論） 

2 

福祉分野に関する理論と支援の展開（福祉心理特論） 
福祉分野に関する理論と支援の展開（家族福祉臨床特論） 

2 

教育分野に関する理論と支援の展開（教育臨床学特論） 2 

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開（犯罪・非行臨床特論） 2 

産業・労働分野に関する理論と支援の展開（産業・労働心理学特論） 2 

心理的アセスメントに関する理論と実践（心理アセスメント特論） 2 

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） 
心理支援に関する理論と実践（精神分析学特論） 
心理支援に関する理論と実践（心理学研究法特論） 

2 

家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践（家族臨床心理学特論） 2 

心の健康教育に関する理論と実践（心の健康教育特論） 2 

実
習
科
目 

臨床心理実習Ⅰ（心理実践実習） 
心理実践実習（カウンセリング実習Ⅰ）      ※４５０時間以上 
心理実践実習（カウンセリング実習Ⅱ） 

2 

計 20 

※ 心理実践実習については、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の５分野のうち、医療機
関（病院又は診療所）を含む３分野以上の施設において実習をうけることが望ましい。また、担当ケー
スに関する実習時間は、２７０時間以上（うち、学外の施設での当該実習時間は９０時間以上）とする。 
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関係規程等 
福島大学大学院地域デザイン科学研究科規程 

 

制定 令和５年２月２７日 

 

 

（趣旨） 

第１条 福島大学大学院地域デザイン科学研究科（以下「研究科」という。）学生の履修等に関する

事項は、福島大学大学院学則（昭和５１年５月２５日制定。以下「学則」という。）に定めるもの

のほか、この規程の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 研究科は、人文科学及び社会科学の高度かつ体系的な専門的知識と研究遂行能力を涵養す

るとともに、多様な人びとと協働しながら豊かな地域社会をデザインし、21世紀的課題に実践的

に取り組むことができる幅広い能力を身につけた高度専門職業人（イノベーション人材）を養成

することを目的とする。 

２ 研究科の各専攻の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 人間文化専攻 言語や芸術など人間社会が歴史的に創り上げてきた文化、心理、身体などの

人間科学の専門的な探究と他専攻で開講されている各分野の専門科目との学際的な融合を通

して、人間の全人的なあり方をデザインし、高度で多様な専門的知識を持ち、地域との協働の

中で新しい価値を創造して諸問題の解決を先導できる高度専門職業人を養成することを目的

とする。 

二 地域政策科学専攻 歴史的に形成されてきた地域のアイデンティティと多様性を尊重しな

がら、地域社会の諸課題に取り組み、自治やコミュニティのあり方を再デザインしていくため

に必要な学問的知見や人びとの営みを集約し、法、行政、社会、文化等の複合的な視点に立っ

て、さらに、人間・文化、経済・経営に関する知見も採り入れながら、地域の諸課題を解決に

導く力を持つ市民や高度専門職業人を養成することを目的とする。 

三 経済経営専攻 広い視野に立って精深な学識を修め、経済の理論と応用との研究能力、また

は経営、会計の理論と実践との研究能力を備え、さらに文化、政策、工学分野の知を融合する

ことで、学際的な学びを深化させたイノベーション人材を養成することを目的とする。 

（入学者の選考） 

第３条 学則第１３条に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、研究科委員会の議

を経て研究科長が行う。 

（研究指導教員） 

第４条 学生には、研究指導教員を定める。 
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２ 研究指導教員の決定は、研究科委員会が行う。 

（履修方法） 

第５条 学生は、所属する専攻及びコースに応じ、別に定める授業科目のうちから、別表１又は別

表２に定める履修基準により、履修しなければならない。 

（学類の授業科目の履修） 

第６条 研究指導教員が必要と認めたときは、学類の授業科目を履修することができる。この場合

において、修得した単位は、前条に規定する履修基準の単位数には含めない。 

（履修計画） 

第７条 学生は、入学後、所定の期間内に研究指導教員の指導を受けて、研究課題を決定しなけれ

ばならない。 

２ 学生は、あらかじめ研究指導教員の指導によって当該年度内に履修する授業科目を選択し、所

定の期日までに履修登録をしなければならない。 

３ 前項の規定に基づき、当該セメスターにおいて履修登録できる授業科目の総単位数（以下「総

単位数」という。）は、人間文化専攻は２０単位まで、地域政策科学専攻及び経済経営専攻では１

４単位までとする。 

４ 学則第２３条の４に規定する長期履修学生に係る総単位数については、前項にかかわらず、別

に定める。 

(教育方法の特例) 

第８条 研究科における授業及び研究指導は、学則第１８条の２の規定に基づき、研究科委員会が

特に必要と認める場合に限り、夜間その他特定の時間又は時期に行うことができる。 

（試験） 

第９条 授業科目の試験は、学期末又は学年末に行う。 

２ 病気その他やむを得ない事情により前項に規定する試験を受けることができなかった者につ

いては、追試験を認めることがある。 

（成績） 

第１０条 授業科目の試験又は研究報告等の成績は、S、A、B、C及びFの５段階で評価し、S、A、B

及びCを合格、Fを不合格とする。 

（学位論文等） 

第１１条 学位論文又は特定の課題についての研究の成果（以下「学位論文等」という。）は、研究

指導教員の指導を受けて、指定の期間内に提出しなければならない。 

（最終試験） 

第１２条 最終試験は、所定の単位を修得中又は修得済みで、かつ、学位論文等を提出した者につ

いて、口述又は筆記により行う。 

２ 最終試験の判定は、合格又は不合格とする。 
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（規程の改正） 

第１３条 この規程を改正するときは、研究科委員会の議を経なければならない。 

（雑則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、学生の履修等に関し必要な事項は、研究科委員会におい

て定める。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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福島大学大学院における他の専攻の授業科目の履修に関する申し合わせ 

 

令和４年１２月２１日 全学教務協議会 

 

（趣 旨） 

１ 福島大学大学院における他の専攻の授業科目（以下、「他専攻科目」という。）の履修について

は、福島大学大学院学則第２２条に定めるもののほか、この申し合わせの定めるところによる。 

 

（履修することができる他専攻科目） 

２ 学生が履修することができる他専攻科目は、別途定める。 

(2) 他の専攻の学生の履修にあたり、必要な要件がある場合は、当該授業科目担当教員は前項に

おいてあらかじめ明示するものとする。 

 

（他専攻科目の履修及び許可） 

３ 他専攻科目を履修しようとする学生は、研究指導教員に相談の上、あらかじめ当該授業科目担

当教員の内諾を得るとともに、研究指導教員の承諾をもって、他専攻科目履修申請書（別紙様式

１）を自己の所属する研究科長に申請するものとする。 

(2) 学生から前項の相談を受けた研究指導教員は、大学院教育の質を保証するため、当該学生に

対して以下の観点から履修指導し、当該授業科目の履修の妥当性を判断するものとする。 

 ①当該授業科目の学修内容が、申請学生の学位論文等の作成等に資すること。 

 ②当該授業科目の専門性や難易度が、申請学生の履修に適切であること。 

 ③当該授業科目の学修内容や期待される履修成果が、申請学生の所属する研究科・専攻等のディ

プロマ・ポリシーに合致していること。 

(3) 第１項の申請を受けた研究科長は、教育上有益と認めるときは、履修を許可する。 

 

 （修得した単位の取扱い） 

４ 他専攻科目の履修により修得した単位は、履修基準表に従い、修了に必要な単位に含めること

ができる。 

 

附 則 

１． この申し合わせは、令和５年４月１日から施行し、令和５年度入学生から適用する。 

２． 令和５年３月３１日から引き続き福島大学大学院に在学する学生にあっては、この申し合

わせに関わらず、なお、従前の例による。 
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※別紙様式１ 
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修了研究に関する取扱要項 
 

制 定  令和５年４月１日 
第１条 この要項は、福島大学大学院地域デザイン科学研究科規程（以下「研究科規程」という。）

第1４条に基づき、修了研究の作成に関する必要な事項を定めるものとする。 
第２条 修了研究の作成にあたっては、原則として２年間同一の研究指導教員による指導を受けるも

のとする。ただし、専攻会議が学生の研究の継続性、発展性等の観点から、研究指導教員を変更す
る必要があると認めた場合は、この限りではない。 

２ 研究指導教員を変更する必要が生じた場合は、研究科規程第６条２項により、すみやかに専攻⾧
に届け出なければならない。 

３ 前項の場合において、第６条による「修了研究題目届」（所定用紙）を提出した日以後の研究指
導教員の変更は、原則として認めない。 

第３条 学生は、修了研究の方法を所属するコース・教育研究分野に応じて、学位論文、修了演奏及
び修了制作のいずれかより選択し、入学年度の９月３０日（土曜日にあたるときは翌々日、日曜日
にあたるときは翌日）までに所定の用紙により教務担当に届け出なければならない。 

２ 修了研究の方法を変更する必要が生じた場合は、原則として入学年度の３月３１日（土曜日にあ
たるときは翌々日、日曜日にあたるときは翌日）までに所定の用紙により教務担当に届け出なけれ
ばならない。 

第４条 学生は、研究指導教員の指導を得て修了研究題目を定め、修了年度の１１月３０日（土曜日
にあたるときは翌々日、日曜日にあたるときは翌日）までに「修了研究題目届」（所定用紙）によ
り教務担当に提出しなければならない。ただし、標準修業年限を超えた者で９月修了を希望するも
の（以下「９月修了希望者」という。）は５月１５日（土曜日にあたるときは翌々日、日曜日にあ
たるときは翌日）までとする。 

第５条 学生は、修了の年の１月２０日（土曜日にあたるときは翌々日、日曜日にあたるときは翌
日）までに修了研究の成果（以下「学位論文等」という。）を「修了研究提出カード」（所定用
紙）を添えて、教務担当に提出しなければならない。ただし、９月修了希望者は７月１日（土曜日
にあたるときは翌々日、日曜日にあたるときは翌日）までとする。 

２ 学生は、選択した修了研究の方法に応じて、次の各号のとおり学位論文等を提出しなければなら
ない。 

 一 学位論文を選択した者は、学位論文２部（正本１部、副本１部）と論文要旨（1，000字以内３
部、複写も可）を提出すること。 

 二 修了演奏、又は修了制作を選択した者は、映像メディア等２部、副論文２部及び要旨（1，000
字以内３部、複写も可）を提出すること。 

第６条 福島大学学位規則（昭和５１年５月２５日制定。以下「学位規則」という。）第８条による
学位論文等の審査における主査は、本専攻が委嘱した３名以上からなる審査委員会で互選し、審査
にあたるものとする。 

第７条 学位規則第９条による最終試験は、修了研究審査が終わった後に、その学位論文等を中心と
して口述または筆記により行う。 

２ 修了研究の審査および最終試験は、２月２０日までに終了するものとする。ただし、９月修了希
望者については、８月２０日までに終了するものとする。 
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第８条 審査に合格した学位論文等１部は、人間文化専攻で保存する。 
２ 学生は、保存する学位論文等及びその要旨を１部にまとめて製本し、３月２０日までに教務担当

に提出しなければならない。ただし、９月修了希望者は９月２０日までとする。 
第９条 修了研究作成の細目については、各コース・教育研究分野の定めるところによる。 
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修了研究審査基準 
 

制 定  令和５年４月１日 
 
 人間文化専攻の修了研究審査基準は、以下の通りとする。 
 
１．学位論文 
（１）研究テーマ:問題意識やテーマが明確であること。 
（２）研究方法:適切な研究手法をとり資料・データ等の取扱いや分析結果の解釈が妥当であること。 
（３）関連研究調査:先行研究や関連研究について十分に理解されていること。 
（４）論文構成:一貫した論述が展開され、結論が導かれていること。 
（５）論文作成能力:引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が整っていること。 
（６）オリジナリティ:独創性があり、その研究分野の発展に寄与しうるものであること。 
 
２．修了演奏（スポーツ・芸術文化コース（音楽）） 
（１）演奏、指揮 

1)演奏プログラムや演奏時間が卒業演奏を上回ること。 
2)確かな演奏技術が認められること。 
3)高い芸術性が認められ、完成度が高いこと。 

（２）副論文 
1)問題意識やテーマが明確であること。 
2)先行研究についての理解が十分で、研究方法が妥当であること。 
3)論旨が明瞭で、明確な結論が導かれていること。 

 
３．修了制作（スポーツ・芸術文化コース（音楽）） 
（１）作品 

1)制作意図やテーマが明確であること。 
2)確かな制作技術が認められること。 
3)独創性が認められ、完成度が高いこと。 

（２）副論文 
1)問題意識やテーマが明確であること。 
2)先行研究についての理解が十分で、研究方法が妥当であること。 
3)論旨が明瞭で、明確な結論が導かれていること。 

 
４．修了制作（スポーツ・芸術文化コース（美術）） 
（１）作品 

1)制作意図、テーマ、方法が明確であること。 
2)独創性が認められ、完成度が高いこと。 
3)作品としての今日性をもち、当該領域の進展に寄与しうるものであること。 

（２）副論文 
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1)研究の意義・目的が明確に示され、方法が的確であること。 
2)先行研究を踏まえ、論旨が明瞭であること。 

 
 

  



- 35 - 
 

人間発達心理コース（臨床心理領域）の履修方法に関する基準 
 

制 定  令和５年４月１日 
 

 
第１条 この基準は、福島大学大学院地域デザイン科学研究科規程第８条の規定に基づき、人間発達心

理コース（臨床心理領域）の履修方法に関する必要事項を定めるものとする。 
第２条 人間発達心理コース（臨床心理領域）の履修可能な授業科目及び必修の授業科目等は学生の所

属する教育研究分野に応じ、別表のとおりとする。 
第３条 この基準に定めるもののほか、人間発達心理コース（臨床心理領域）の履修方法に関しての必

要な事項は、別に定める。 
 
※別表＝開設科目一覧参照。 
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福島大学大学院⾧期履修学生に関する取扱規則 
                    制定 平成１５年２月１８日 

改正  平成 16 年 4 月 1 日  平成 17 年 4 月 1 日  平成 20 年 3 月 18 日  平成 22 年 4 月 1 日 
    平成 24 年 4 月 1 日  平成 31 年３月 19 日  

 （趣旨） 
第 1 条 この規則は、福島大学大学院学則第２３条の４第２項の規定に基づき、⾧期履修学生に関し必

要な事項を定める。 
 （資格） 
第２条 本学に、⾧期履修学生として申請することができる者は、職業を有している等の事情により、

標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する
者とする。ただし、最終年次に在籍する者は、申請できない。 
（申請手続） 

第３条 ⾧期履修学生を希望する者は、⾧期履修開始前の所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を
添え、当該研究科⾧に願い出なければならない｡ 

 一 ⾧期履修申請書（別紙様式１） 
 二 在職等証明書（別紙様式２－１、２－２） 
 （許可） 
第４条 ⾧期履修学生の可否については、当該研究科の審査委員会で審査し、研究科委員会の議により

決定し、研究科⾧が許可する。 
 （⾧期履修期間） 
第５条 ⾧期履修学生として、標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修するこ

とを認められる期間（以下「⾧期履修期間」という。）は１年単位とし、次の各号に掲げるとおりとす
る。なお、⾧期履修期間の開始は、学年の初めとする。 
一 入学時から希望する者 修士課程及び博士前期課程にあっては４年以内、博士後期課程にあっ

ては６年以内 
 二 在学途中から希望する者 標準修業年限のうち未修業年限の２倍に相当する年数以内 
 （在学年限の特例） 
第６条 前条第１号に規定する者のうち、当該研究科委員会において特別の事情があると認めた場合に

限り、４年の⾧期履修期間を認められた者は在学年限を５年、６年の⾧期履修期間を認められた者は
在学年限を７年とすることができる。 

 （延⾧及び短縮） 
第７条 許可された⾧期履修期間の延⾧又は短縮は１回を限度とし、希望する者は、新たに修了を希望

する年度の前年度の２月末日（秋季入学者は８月末日）までに、⾧期履修期間変更願（別紙様式３）
を添え、当該研究科⾧に願い出なければならない｡ただし、⾧期履修期間最終年次に在籍する者の願い
出は認めないものとする。 

２ 前項にかかる審査は、当該研究科の審査委員会で審査し、研究科委員会の議により決定し、研究科
⾧が許可する。 

 （資格の喪失） 
第８条 ⾧期履修学生としての資格を喪失した場合は、すみやかにその旨を当該研究科⾧に申し出なけ

ればならない｡ 
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 （改正） 
第９条 この規則を改正しようとするときは、教育推進機構会議で審議しなければならない。 
 （雑則） 
第１０条 この規則に定めるもののほか、⾧期履修学生に関し必要な事項は、当該研究科委員会におい

て定める｡ 
 

附 則 
この規則は、平成１５年２月１８日から施行し、平成１４年度入学者から適用する｡ 

      附 則 
この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２４年６月１９日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 
この規則は、平成２４年９月４日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度入学者から適用する。 
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福島大学大学院地域デザイン科学研究科人間文化専攻⾧期履修学生に関する
運営細則 

 
制 定  令和５年４月１日 

 
第１条 福島大学大学院地域デザイン科学研究科人間文化専攻（以下「専攻」）という。）の⾧期履修学

生に関して必要な事項は、福島大学大学院⾧期履修学生に関する取扱規則（平成１５年２月１８日制
定。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この福島大学大学院地域デザイン科学研究科人間文
化専攻⾧期履修学生に関する運営細則（以下「細則」という。）の定めるところにより行うものとす
る。この場合において規則の「研究科」を「専攻」に、「研究科⾧」を「専攻⾧」に、「研究科委員会」
を「専攻会議」にそれぞれ読み替えるものとする。 

第２条 規則第２条に定める職業等を有する者の範囲は、次の各号のとおりとする。 
 一 定職を有する者 
 二 主婦（夫）業又は専業的に家事労働に従事している者 
 三 その他専攻会議で適当と認めた者 
第３条 規則第４条及び第７条第２項に定める審査委員会は、教務委員会委員をもって構成し、次の各

号に掲げる事項を審議する。なお、委員会は必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。 
 一 ⾧期履修学生の可否を審査し、申請された履修期間等に応じて履修登録を行うことができる単位

数について専攻会議に提案すること。 
 二 規則第６条に定める特別の事情を審査し、その可否について専攻会議に提案すること。 
 三 ⾧期履修期間の延⾧又は短縮の可否の審査及び履修登録を行うことができる単位数について、専

攻会議に提案すること。 
第４条 規則第５条第１号に定める⾧期履修学生が履修登録を行うことができる単位数は､許可された

⾧期履修期間に応じ、次のとおりとする。この場合において、許可された⾧期履修期間が４年の場合、
２年の前期終了までに履修登録ができる単位数は、２８単位までとする。 

専攻 ⾧期履修期間 1 年 2 年 3 年 4 年 単位合計 

人間文化専攻 
３年 ２８ ２単位以上  ３０単位以上 
４年 ２８ ２単位以上 ３０単位以上 

  なお、同条第２号に定める２年次から⾧期履修学生として認められた者が履修登録を行うことがで
きる単位数は、専攻会議において定めるものとする。 

第５条 規則第７条の規定により⾧期履修期間の延⾧又は短縮を許可された者が履修登録を行うこと
ができる単位数は、専攻会議において定めるものとする。 

第６条 許可された⾧期履修期間の最終学年末を当該学生の修了の予定年とし、これ以前の修了研究の
提出は認めないものとする。なお、この場合の修了研究の作成にあたっては、修了研究に関する取扱
要項第２条第１項の規定中「２年間」を「⾧期履修学生として在学を許可された期間」に読み替える
ものとする。 

第７条 福島大学大学院地域デザイン科学研究科規程第９条に定める学類の授業科目の⾧期履修期間
における履修については、許可された履修期間に応じ、大学院での受講科目と合わせて次に定める単
位を超えないものとする。 
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⾧期履修期間 １年 ２年 ３年 ４年 単位合計 
３年 ４０＊ ４０＊  ８０ 
４年 ４０＊ ４０＊ ８０ 

＊半期２０単位を上限とする。 
第８条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は専攻会議で定めるものとする。 
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